
借　用　書

貸主氏名 ： 殿

金 円　也

1. 利息 

2. 返済 

3. 遅延損害金 

4. 返済期限の消失 

次の場合には機嫌を消失し、ただちに残債を請求されても異議ありません。 

・利息の支払い遅延が2回以上発生したとき 

・貴殿に連絡することなく住所・居住地を変更したとき 

令和　　　年　　　月　　　日 

借主住所：

借主氏名： ㊞

上記金額を次の約定により借用し、受領いたしました。 

　令和　　年　　月　　日までに、貸主　　　　様の住所地、または貸主が指定する
場所へ持参します。

　本契約による債務の履行を遅延した場合、遅延損害金として年　　％を完済ま
でに支払います。

　利息は年　　％とし、毎年　　月末日および　　月末日に発生した分を支払いま
す。


